
船舶事故等調査報告書 

平成２１年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９函第１９号 

事故等名 引船ともえ乗揚 

発生年月日時刻 平成２１年３月１６日１２時１５分ごろ 

発生場所 青森県大間埼灯台から真方位０１８°０.８海里付近 

（概位 北緯４１°３４.１′ 東経１４０°５５′） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年４月２日函館・地方事故調査官が、海難報告書を入手、４月２０

日船長から回答書を入手 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

引船 ともえ １６６トン 

１３２８９４ 

函館ポートサービス株式会社 

乗組員等に関する情報 船長 五級海技士（航海） 

負傷者 なし 

損傷 右舷側船底部に亀裂、擦過傷及び破口 

事故等の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、北海道函館港へ帰港中、潮流の影響を避けるた

め大間埼に近づいて航行し、平成２１年３月１６日１２時１５分ごろ、暗礁に乗り揚げ

た。 

本船は、自力で離礁し函館港へ帰港した。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

本船は、暗礁の存在を知りながら、ＧＰＳ及びレーダーにより

避険線を設けず、船位の確認を適切に行わなかったものと考

えられる。 

原因 本事故は、本船が航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、暗礁に乗り揚げ

たことにより発生したものと考えられる。 

その他の事項 なし 

 




